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1. はじめに 

2024 年 8 月に EU において人工知

能に関する法 (Artificial Intelligence 

Act (AI法)) 1欧州議会で発効されてか

ら 1 年超が経過しました。AI 法の本

格的な施行は発行から 2 年後とさ

れ、来年 8 月にはこれを迎えようと

しています。AI法はAIに関する世界

的に見ても初めての包括的な法律と

言われておりますが、各国の AI分野

に対するアプローチは多様であり、

また、その情報は十分に整理・公開

されているとは言い難いのが現状で

す。One Asia Lawyers では、今後そのような各国、特にアジアにおける AI 関連法令

及びガイドラインに焦点を当て、各国の動向を取り上げて参ります。第 1 回目とな

る本稿では、インドネシアにおける AI規制の現状を取り上げます。 

 

2. 人工知能（AI）の倫理に関する通信情報大臣通達 2023年 9号 

(1) 概要 

インドネシアにおいては、基本的に人工知能の開発や利用に関する規制は見当た

らないものの、2023年 12月に通信情報省（現在は通信・デジタル省）が公布した人

工知能の倫理に関する通信情報大臣通達第 2023 年 9 号（「本通達」）がガイドライ

ンとして機能しております。 

  

(2) 倫理に関する原則 

本通達は AI活用における 9つの倫理原則として以下を定めております（第 6条 b）。 

• インクルーシブ性 

• 人権尊重 

• 安全性 

• アクセシビリティ 

• 透明性 

• 説明責任 

• 個人データ保護 

• 持続可能性及び環境 

• 知的財産権保護 

 

(3) 事業者に対する実施及び責任に関する原則 

本通達は更に事業者に対する実施原則及び責任原則として、以下を定めています。

いずれも原則を定めるのみであり、これを元にどのような対策をおこなうべきかに

ついての詳細や違反時の罰則は規定されていないものの、インドネシアにおけるAI

の開発や利用においては以下の点に留意が必要かと存じます。 

• 実施に関する原則（第 6条 c第 1項） 

o 内部規程や倫理に基づく導入 
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o 教育・人材育成の実施 

o 人間活動の支援 

o 政府・事業者・利用者による監督 

o 創造性・利便性向上を目的とした利用 

o プライバシー尊重 

• 責任に関する原則（第 6条 c第 2項） 

o 公共の利益の保護 

o 政策決定への利用の制限 

o 人種差別防止 

o イノベーション推進 

o 規制遵守 

o 透明な情報提供 

o リスク管理 

 

3. 総括 

 インドネシアにおいては、基本的に人工知能の開発や利用に関する規制は見当た

らないものの、本通達がガイドラインとして機能しております。 

本通達には法的拘束力はないものの、上記のとおり本通達は(i)人権尊重、安全性、

透明性、説明責任等の倫理に関する原則、(ii)内部規程や倫理規定の制定等の実施に

関する原則、更に、(iii)リスク管理等の責任に関する原則を定めております。 

 本通達は、現状ガイドライン段階ではあるものの、今後本通達を元に法令化が進

む可能性は存在するところ今後の動向に注視が必要です。 

 

◆ One Asia Lawyers ◆ 

「One Asia Lawyers Group は、アジア全域に展開する日本のクライアントにシームレスで包括的なリ 

ーガルアドバイスを提供するために設立された、独立した法律事務所のネットワークです。One Asia 

Lawyers Group は、日本・ASEAN・南アジア・オセアニア各国にメンバーファームを有し、各国の法

律のスペシャリストで構成され、これら各地域に根差したプラクティカルで、シームレスなリーガ

ルサービスを提供しております。 

この記事に関するお問い合わせは、ホームページ https://oneasia.legal または info@oneasia.legalまでお

願いします。 

なお、本ニュースレターは、一般的な情報を提供することを目的としたものであり、当グループ・

メンバーファームの法的アドバイスを構成するものではなく、また見解に亘る部分は執筆者の個人

的見解であり当グループ・メンバーファームの見解ではございません。一般的情報としての性質

上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題

については、必ず各メンバーファーム・弁護士にご相談ください。 
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NY 州法弁護士 

長年、企業にて豊富な海外案件の経験を有し、売買契

約、紛争解決、建設契約、事業撤退等幅広く手掛ける。

企業内での AI 利用に関するリスク調査（アジア各国）、

個人情報保護法の対応（プライバシーポリシー・同意

書）を手掛け、AI 法務プラクティスグループに所属。ア

メリカ・ペンシルバニア大学ロースクール卒。2023 年か

ら One Asia に参画。 
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